
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

　
　

平
成
十
九
年
四
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

広
島
県
知
事　

藤　
　

田　
　

雄　
　

山

広
島
県
規
則
第
六
十
一
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
一
年
広
島
県
規
則
第
三
十
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
四
項
中
「
第
四
十
八
条
第
二
項
第
一
号
（
省
令
第
五
十
九
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
八
条
第
二

項
第
二
号
（
省
令
第
五
十
八
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
第
七
条
第
十
二
項
及
び
第
十
三
項
」
を
「
第
七
条
第
十
三
項
及
び
第
十
四
項
」
に
改
め
る
。

第
七
条
を
削
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
第
七
条
第
四
項
（
法
第
十
二
条
第
五
項
及
び
法
第
十
四
条
第
三
項
」
を
「
法
第
七
条

第
四
項
（
法
第
十
二
条
第
六
項
及
び
法
第
十
四
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



（
別
記
）

様
式
第
１
号
（
第
２
条
関
係
）

平
成
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
広
島
県
知
事
　
　
様

住
所

〒電
話
番
号

職
業

氏
名

※
代
表
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊞

※
ほ
か
　
　
名
（
別
紙
名
簿
の
と
お
り
）

生
年

月
日

年
　
　
　
月
　
　
　
日

鳥
獣
の
捕
獲
等
及
び
鳥
類
の
卵
の
採
取
等
の
許
可
申
請
書

　
　
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
９
条
第
２
項
の
規
定
（
及
び
同
法
第
９
条
第
８
項
の
規
定
）
に
よ
り
，
鳥
獣
の
捕

獲
等
及
び
鳥
類
の
卵
の
採
取
等
の
許
可
を
受
け
た
い
の
で
，
次
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。

捕
獲
等
を
し
よ
う
と
す
る
鳥
獣
又
は
採
取
等
を
し
よ
う
と
す

る
鳥
類
の
卵
の
種
類
及
び
数
量

捕
獲

等
又

は
採

取
等

の
目

的

捕
獲

等
又

は
採

取
等

の
期

間
平
成
　
　
年
　
　
月
　
　
日
か
ら
平
成
　
　
年
　
　
月
　
　
日
ま
で

（
許
可
の
日
か
ら
　
　
　
日
間
）

捕
獲

等
又

は
採

取
等

の
区

域

捕
獲

等
又

は
採

取
等

の
方

法

捕
獲

等
又

は
採

取
等

を
し

た
後

の
処

置

学
術
研
究
を
目
的
と
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
，
研
究
の
事
項

及
び
方
法

愛
が
ん
飼
養
の
場
合
，
現
に
飼
養
し
て
い
る
鳥
獣
の
種
類
及

び
数
量
等

鳥
獣
保
護
区
等
に
お
い
て
捕
獲
等
又
は
採
取
等
を
し
よ
う
と

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
旨

狩
猟
免
許
を
受
け
て
い
る
場
合
は
，
当
該
免
許
の
種
類
，
免

許
を
与
え
た
知
事
名
，
狩
猟
免
状
の
番
号
及
び
交
付
年
月
日

銃
器
を
使
用
す
る
場
合
は
，
猟
銃
・
空
気
銃
所
持
許
可
証
の

番
号
及
び
交
付
年
月
日

備
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
考

　
注
　
１
　
法
人
申
請
で
，
従
事
者
証
の
交
付
申
請
を
同
時
に
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
，（

　
）
を
外
し
，
従
事
者
証
の
交
付
申
請
を
同
時
に

　
　
　
　
行
わ
な
い
場
合
若
し
く
は
個
人
申
請
の
場
合
は
（
　
）
内
の
文
字
を
抹
消
す
る
こ
と
。

　
　
　
２
　
共
同
申
請
に
よ
る
場
合
は
，
※
印
に
代
表
者
が
記
入
し
，
別
記
名
簿
を
添
付
す
る
こ
と
。

　
　
　
３
　
共
同
申
請
に
よ
る
捕
獲
数
等
の
数
量
は
，
原
則
と
し
て
各
人
別
に
記
入
す
る
こ
と
。

　
　
　
４
　
市
町
有
害
鳥
獣
捕
獲
班
を
編
成
す
る
場
合
は
，
別
記
名
簿
を
添
付
す
る
こ
と
。

　
　
　
５
　
区
域
欄
に
は
，
で
き
る
限
り
字
名
及
び
地
番
ま
で
記
入
し
，
捕
獲
等
の
場
所
を
明
ら
か
に
し
た
縮
尺
５
万
分
の
１
以
上
の
地
形

　
　
　
　
図
を
添
付
す
る
こ
と
。

　
　
　
６
　
市
町
長
又
は
対
象
法
人
か
ら
の
申
請
の
場
合
は
，
種
類
及
び
数
量
，
区
域
及
び
方
法
に
つ
い
て
は
，
別
紙
「
有
害
鳥
獣
捕
獲
実

　
　
　
　
施
計
画
書
」
に
取
り
ま
と
め
て
記
入
し
て
も
よ
い
。

　
　
　
７
　
方
法
欄
に
は
，
使
用
す
る
捕
獲
用
具
の
名
称
を
記
入
し
，
そ
の
構
造
，
設
置
方
法
等
を
示
す
図
面
を
添
付
す
る
こ
と
。

　
　
　
８
　
処
置
欄
に
は
，
捕
獲
個
体
の
捕
獲
後
の
処
置
方
法
に
つ
い
て
，
殺
処
分
等
に
つ
い
て
記
入
す
る
こ
と
。

　
　
　
９
　
鳥
獣
保
護
区
等
の
位
置
，
名
称
及
び
理
由
欄
に
は
，
鳥
獣
保
護
区
，
休
猟
区
，
公
道
，
自
然
公
園
法
第

14
条
第
１
項
の
特
別

　
　
　
　
保
護
地
区
，
都
市
計
画
法
第
４
条
第
６
項
の
都
市
計
画
施
設
で
あ
る
公
共
空
地
そ
の
他
公
衆
慰
楽
の
目
的
で
設
け
た
園
地
で
あ
つ

　
　
　
　
て
，
囲
い
又
は
標
識
に
よ
り
そ
の
区
域
を
明
示
し
た
も
の
，
自
然
環
境
保
全
法
第

14
条
第
１
項
の
原
生
自
然
環
境
保
全
地
域
，

　
　
　
　
社
寺
境
内
，
墓
地
，
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
，
特
定
猟
具
使
用
制
限
区
域
又
は
猟
区
内
に
お
い
て
捕
獲
等
又
は
採
取
等
を
し
よ

　
　
　
　
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
，
そ
の
旨
を
記
載
す
る
こ
と
。

　
　
　
10　

不
用
な
文
字
は
，
消
す
こ
と
。

　
　
　
11　

用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。



別
記
様
式
第
四
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様
式
第
４
号
（
第
４
条
関
係
）

（
表
面
）

整
理

番
号

 
 
 
 
 

受
験
希
望
年
月
日
（
場
所
）

平
成
　
　
年
　
　
月
　
　
日
（
　
　
　
　
　
　
　
　
）

狩
猟
免
許
申
請
書

　
　
　
広
島
県
知
事
　
　
様

平
成
　
　
年
　
　
月
　
　
日

住
所

（
〒
　
　
　
　
　
　
　
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
電
話
番
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

ふ
り

が
な

氏
　

　
名

㊞

生
年

月
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日

　
次
の
と
お
り
狩
猟
免
許
を
受
け
た
い
の
で
，
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第

41
条

の
規
定
に
よ
り
申
請
し
ま
す
。

(1)　
受
け
よ
う
と
す
る
狩
猟
免
許
の
種
類
及
び
使
用
し
よ
う
と
す
る
猟
具
の
種
類
並
び
に
第
１
種
銃
猟
免
許

又
は
第
２
種
銃
猟
免
許
の
猟
具
の
所
持
許
可
（
免
許
の
種
類
欄
の
□
に
レ
印
を
付
し
，
番
号
に
○
印
を
付

す
。）

□
網
猟
免
許
　
　
１
　
網

□
わ
な
猟
免
許
　
　
２
　
わ
な

３
　
ラ
イ
フ
ル
銃

４
　
散
弾
銃

猟
銃

・
空

気
銃

所
持

許
可

番
号

号

□
第
１
種
銃
猟
免
許

５
　
空
気
銃

　
（
圧
縮
ガ
ス
を
使
用

　
　
す
る
も
の
を
含
む
）

□
第
２
種
銃
猟
免
許

６
　
空
気
銃

　
（
圧
縮
ガ
ス
を
使
用

　
　
す
る
も
の
を
含
む
）

許
可

年
月

日
年
　
　
月
　
　
日

広
島
県
収
入
証
紙

ち
 よ

 う
 付

 欄

適
　
性
　
試
　
験

免
許
の
種
類

狩
猟
免
許
番
号

試
験
の
結
果

視
力

聴
力

運
動
能
力

知
識

試
験

技
能

試
験

網
猟
免
許

号

わ
な
猟
免
許

号

第
１
種
銃
猟
免
許

号

第
２
種
銃
猟
免
許

号



別
記
様
式
第
四
号
（
裏
面
）
中　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　

に
、　
　
　
　
　
　

を

に
、　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に

改
め
る
。

　

別
記
様
式
第
五
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

「
他
の
免
許

　
の
種
類
　
」

「
他
の
免
許
」

「
他
の
申
請

　
の
有
無
　
」

「
他
の
申
請
・

 
 
 
 

　
更
新
の
有
無

 
 
 
 
」

「
2　

(1)の
銃
砲
所
持
許
可
番
号
及
び
許
可
年
月
日
は
，
同
表
に
掲
げ
る
銃
砲
の
種
類
ご
と
に
主
と
し
て
使
用
す

　
 る

銃
砲

1
丁
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。

　
3　

太
枠
欄
に
は
，
申
請
者
は
記
載
し
な
い
こ
と
。
        

  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 」

2　
太
枠
欄
に
は
，
申
請
者
は
記
載
し
な
い
こ
と
。



様
式
第
５
号
（
第
４
条
関
係
）

（
表
面
）

整
理

番
号

 
 
 
 
 

受
験
希
望
年
月
日
（
場
所
）

平
成
　
　
年
　
　
月
　
　
日
（
　
　
　
　
　
　
）

狩
猟
免
許
更
新
申
請
書

　
　
　
広
島
県
知
事
　
　
様

平
成
　
　
年
　
　
月
　
　
日

住
　

　
所

（
〒
　
　
　
　
　
　
　
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
電
話
番
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

ふ
り

が
な

氏
　

　
名

㊞

生
年

月
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日

　
次
の
と
お
り
狩
猟
免
許
の
更
新
を
受
け
た
い
の
で
，
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律
第

51
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
し
ま
す
。

(1)　
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
狩
猟
免
許
の
種
類
及
び
使
用
し
よ
う
と
す
る
猟
具
の
種
類
並
び

に
第
１
種
銃
猟
免
許
又
は
第
２
種
銃
猟
免
許
の
猟
具
の
所
持
許
可
（
免
許
の
種
類
欄
の
□
に

レ
印
を
付
し
，
番
号
に
○
印
を
付
す
。）

□
網
猟
免
許
　
　
１
　
網

□
わ
な
猟
免
許
　
　
２
　
わ
な

３
　
ラ
イ
フ
ル
銃

４
　
散
弾
銃

猟
銃

・
空

気
銃

所
持

許
可

番
号

号

□
第
　
１
　
種

　
銃

猟
免

許
 
 
 
 
 

５
　
空
気
銃

　
（
圧
縮
ガ
ス
を
使
用

　
　
す
る
も
の
を
含
む
）

□
第
　
２
　
種

　
銃

猟
免

許
 
 
 
 
 

６
　
空
気
銃

　
（
圧
縮
ガ
ス
を
使
用

　
　
す
る
も
の
を
含
む
）

許
可

年
月

日
　
年
　
　
月
　
　
日

広
島
県
収
入
証
紙

ち
 よ

 う
 付

 欄

適
性
試
験
の
結
果

免
許
の
種
類

狩
猟
免
許
番
号

講
習
会

視
力

聴
力

運
動
能
力

網
猟
免
許

号

わ
な
猟
免
許

号

第
　
１
　
種

銃
猟

免
許

 
 
 
 
 

号

第
　
２
　
種

銃
猟

免
許

 
 
 
 
 

号



別
記
様
式
第
五
号
（
裏
面
）
中

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に

改
め
る
。

　

別
記
様
式
第
六
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

□
網
・
な
わ
猟
免
許

知
事

号
年
　
　
月
　
　
日

□
な
わ
猟
免
許

□
網
猟
免
許

知
事

知
事

号 号

年
　
　
月
　
　
日

年
　
　
月
　
　
日

「
2　

(1)の
銃
砲
所
持
許
可
番
号
及
び
許
可
年
月
日
は
，
同
表
に
掲
げ
る
銃
砲
の
種
類
ご
と
に
主
と
し
て
使
用
す

　
 
る
銃
砲

1
丁
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。

　
3　

太
枠
欄
に
は
，
申
請
者
は
記
載
し
な
い
こ
と
。
          　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 」

2　
太
枠
欄
に
は
，
申
請
者
は
記
載
し
な
い
こ
と
。



様
式
第
６
号
（
第
４
条
関
係
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
表
面
）

※
登

録
番

号
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※
狩

猟
免

許
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※
損
　
害
　
の
　
賠
　
償

※
整
理
番
号

※
放
鳥
獣
猟
区
の
区
域
の
登
録
の
有
無

狩
猟
者
登
録
申
請
書

　
　
広
島
県
知
事
　
　
様

平
成
　
　
年
　
　
月
　
　
日

ふ
り

が
な

氏
　

　
名

㊞

写
真

生
年

月
日

年
　
　
　
月
　
　
　
日

住
　

　
所

（
〒
　
　
　
　
　
　
　
）

（
電
話
番
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

　
次
の
と
お
り
狩
猟
者
登
録
を
受
け
た
い
の
で
，
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第

56
条

の
規
定
に
よ
り
申
請
し
ま
す
。

(1)　
狩
猟
者
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
狩
猟
免
許
の
種
類
（
□
に
レ
印
を
付
す
。
)，

使
用
す
る
猟
具
の
種
類

(番
号
に
○
印
を
付
す
。
)，

免
許
を
与
え
た
都
道
府
県
知
事
名
，
交
付
年
月
日
及
び
狩
猟
免
状
の
番
号
，

所
持
す
る
免
許
の
種
類
（
□
に
レ
印
を
付
す
。
第
２
種
銃
猟
免
許
に
係
る
登
録
の
場
合
に
限
る
。
)を

記
入
。

　
 　

な
お
，
第
１
種
銃
猟
免
許
を
受
け
た
者
が
空
気
銃
の
み
を
使
用
す
る
場
合
は
，
第
２
種
銃
猟
免
許
に
係

る
登
録
を
申
請
す
る
こ
と
（
｢第

２
種
銃
猟
免
許
に
係
る
登
録
｣の

□
に
レ
印
を
付
す
。
)。

広
島
県
収
入
証
紙

ち
 よ

 う
 付

 欄

狩
猟

免
状

の
番

号
 
 
 
 
 
 
 
 

□
網
猟
免
許
に
係

　
る
登
録

１
　
網

都
道

府
県

知
 
事
 
名

知
事

交
　

付

年
月

日
年
　
月
　
日

狩
猟

免
状

の
番

号
 
 
 
 
 
 
 
 

□
わ
な
猟
免
許
に

　
係
る
登
録

２
　
わ
な

都
道

府
県

知
 
事
 
名

知
事

交
　

付

年
月

日
年
　
月
　
日

狩
猟

免
状

の
番

号
 
 
 
 
 
 
 
 

□
第
１
種
銃
猟
免

　
許
に
係
る
登
録

３
　
ラ
イ
フ
ル
銃

４
　
散
弾
銃

５
　
空
気
銃

　
（

圧
縮
ガ
ス
を
使
用

　
　
す
る
も
の
を
含
む
）

都
道
府
県

知
 
事
 
名

知
事

交
　

付

年
月

日
年
　
月
　
日

所
持
す
る
免
許
の
種
類
　
　
□
第
１
種
銃
猟
免
許
　
□
第
２
種
銃
猟
免
許

狩
猟

免
状

の
番

号
 
 
 
 
 
 
 
 

□
第
２
種
銃
猟
免

　
許
に
係
る
登
録

６
　
空
気
銃

　
 （

圧
縮
ガ
ス
を
使
用

  　
す
る
も
の
を
含
む
）

都
道

府
県

知
 
事
 
名

知
事

交
　

付

年
月

日
年
　
月
　
日

(2)　
狩
猟
を
し
よ
う
と
す
る
場
所

１
　
県
の
区
域
全
部

２
　
放
鳥
獣
猟
区
の
区
域

(3)　
免
許
の
効
力
の
停
止
の
有
無
（
有
無
の
い
ず
れ
か
に
○
印
を
付
し
，
か
つ
，
有
の
場
合
に
は
，
そ
の
停
止
の
期
間
を
記
載
す

る
こ
と
。）

免
許
の
効
力
の
停
止
の
有
無

１
　
有

２
　
無

停
止
の
期
間

年
　
　
月
　
　
日
か
ら
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
ま
で

(4)　
猟
銃
・
空
気
銃
所
持
許
可
番
号
及
び
許
可
年
月
日
(第

１
種
銃
猟
免
許
又
は
第
２
種
銃
猟
免
許
の
場
合
)

ラ
イ
フ
ル
銃

散
弾
銃

第
 
１

 
種

銃
猟

免
許

空
気
銃

（
圧
縮
ガ
ス
を
使
用

す
る
も
の
を
含
む
）

第
 
２

 
種

銃
猟

免
許

空
気
銃

（
圧
縮
ガ
ス
を
使
用

す
る
も
の
を
含
む
）

猟
銃
・
空
気
銃

所
持
許
可
番
号

号
許
可
年
月
日

年
　
　
月
　
　
日



　

別
記
様
式
第
六
号
（
裏
面
）
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に

改
め
る
。

　

別
記
様
式
第
七
号
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に

改
め
る
。

　

別
記
様
式
第
八
号
中　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の

様
式
で
行
っ
て
い
る
申
請
そ
の
他
の
手
続
は
、
改
正
後
の
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法

「
4　

(4)の
銃
砲
所
持
許
可
番
号
及
び
許
可
年
月
日
は
，
同
表
に
掲
げ
る
銃
砲
の
種
類
ご
と
に
主
と
し
て
使
用
す

　
 
る
銃
砲

1
丁
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。

　
5　

(6)は
，
職
業
を
具
体
的
に
記
載
し
，
さ
ら
に
職
業
分
類
の
該
当
番
号
を
○
で
囲
む
こ
と
。

　
6　

※
印
欄
に
は
，
申
請
者
は
記
載
し
な
い
こ
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

「
4　

(6)は
，
職
業
を
具
体
的
に
記
載
し
，
さ
ら
に
職
業
分
類
の
該
当
番
号
を
○
で
囲
む
こ
と
。

　
5　

※
印
欄
に
は
，
申
請
者
は
記
載
し
な
い
こ
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
 」

「
一
　
申
請
者
が
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第

4
条
第

1
項
第

1
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
現
に
受
け
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ

　
　
 て

は
，
そ
の
者
が
法
第

40
条
第

2
号
か
ら
第

4
号
ま
で
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
医
師
の
診
断
書
　
　
　
　
　
」

「
一
　
（
略
）

　
二
　
申
請
者
が
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第

4
条
第

1
項
第

1
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
現
に
受
け
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ

　
　
 て

は
，
そ
の
者
が
法
第

40
条
第

2
号
か
ら
第

4
号
ま
で
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
医
師
の
診
断
書
　
　
　
　
　
」

「
第

46
条
第

1
項
」

「
第

46
条
第

1
項
及
び
第

61
条
第

4
項
」

「
第

7

条
第

10
項
及
び
第

11
項
」

「
第

7
条
第

11
項
及
び
第

12
項
」

※

新
住

所
・

氏
名

 
 
 
 
 
 
 
 

旧
住

所
・

氏
名

 
 
 
 
 
 
 
 

「

」
内
　
　
　
　
　
　
容

変
　
　
　
　
　
　
更

「

」

　
※
欄
は
，
住
所
・
氏
名
等
変
更
届
出
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
限
り
記
入
し
，
住
所
・
氏
名
の
変
更
が

確
認
で
き
る
書
類
（
住
民
票
，
運
転
免
許
証
の
写
し
等
）
を
添
付
す
る
こ
と
。

　
変
更
内
容
欄
は
変
更
届
出
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
限
り
記
入
し
，
住
所
・
氏
名
を
変
更
す
る
場
合
は

そ
の
変
更
が
確
認
で
き
る
書
類
(住

民
票
，
運
転
免
許
証
の
写
し
等
)
を
添
付
す
る
こ
と
（
届
出
書
の
提
出

に
際
し
て
，
上
記
書
類
を
提
示
し
，
確
認
を
受
け
る
こ
と
で
も
足
り
る
。
）
。

「
第

7
条
第

12
項
及
び
第

13
項

」
「
第

7
条
第

13
項
及
び
第

14
項
」



律
施
行
細
則
の
様
式
で
行
わ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
手
続
と
み
な
す
。

　

（
広
島
県
地
方
機
関
の
長
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則
の
一
部
改
正
）

３　

広
島
県
地
方
機
関
の
長
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
広
島
県
規
則
第
五
十
六
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
七
条
第
三
項
第
八
十
六
号

中
「
第
九
条
第
十
二
項
」
を
「
第
九
条
第
十
三
項
」
に
改
め
、
同
号


及
び

中
「
銃
猟
」
を
「
承
認
対
象
捕
獲
等
」
に
改
め
、
同
項
第
八
十
七
号

中
「
第
七
条
第
十
項
」
を

「
第
七
条
第
十
一
項
」
に
改
め
、
同
号

中
「
第
七
条
第
十
一
項
」
を
「
第
七
条
第
十
二
項
」
に
改
め
、

同
号

中
「
第
七
条
第
十
二
項
」
を
「
第
七
条
第
十
三
項
」
に
改
め
、
同
号

中
「
第
七
条
第
十
三
項
」

を
「
第
七
条
第
十
四
項
」
に
改
め
る
。
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